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県 議 会 諸 会 議 の 日 程 

                                          

 令和７年１０月１日（水）・２日（木）  

◯常任委員会     
 《各委員会共通》 
１ 付託議案の審査 
２ 請願・陳情の審査 

《報告事項》 
◇総務委員会      ： 第一委員会室      １０：００～ 
【政策企画局】 

【総務部】 

（１）公立大学法人島根県立大学の令和６年度及び第三期中期目標期間に係る業務の 

実績に関する評価結果について 

（２）障がい者雇用の状況について 

（３）島根かみあり国スポ・全スポ局（仮称）の設置検討について 

（４）県庁売店・食堂の運営事業者の決定について 

【出納局】 

【教育委員会】 

（１）障がい者雇用の状況について 

（２）令和８年度県立高等学校の入学定員について 

（３）教職員の働き方改革の進捗状況について 

（４）令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜について 

（５）令和８年３月高校卒業予定者の進路希望状況等について 

（６）令和７年度全国学力・学習状況調査の結果について 

（７）部活動外部指導者制度に係る謝金単価の改定について 

（８）令和７年度全国高等学校総合体育大会・全国中学校体育大会等の成績について 

（９）第４９回全国高等学校総合文化祭等の成績について 

【警察本部】 

（１）特殊詐欺等の現状と対策について 

【人事委員会事務局・監査委員事務局・議会事務局】 
 
 



◇防災地域建設委員会  ： 第三委員会室      １０：００～ 
【企業局】 

（１）第４次島根県企業局経営計画（素案）について 
【防災部】 

（１）航空自衛隊美保基地における空中給油・輸送機（KC－46A）の追加配備につい 

   て 

（２）令和７年度島根県原子力防災訓練について 
【地域振興部】 

（１）令和６年度市町村決算の概要等（速報）について 
【土木部】 

（１）三瓶ダムの管理用水力発電設備の更新にかかる民間活用について 

（２）第５回出雲空港利用者利便向上協議会交通・駐車場部会の結果について 

（３）大規模下水道管路の全国特別重点調査の結果について 

（４）宍道湖流域下水道事業におけるウォーターPPP導入の検討状況について 

 
◇環境厚生委員会    ： 第四委員会室      １０：００～ 
【環境生活部】 

（１）第７９回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）について 

（２）（仮称）浜田太陽光発電所に係る環境影響評価について 

（３）中海・宍道湖ラムサール条約登録２０周年記念イベントについて 
【健康福祉部・病院局】 

（１）第二次島根県再犯防止推進計画（骨子）について 

（２）令和７年度国民健康保険１人当たり調定見込み額について 

（３）国民健康保険料の滞納状況について 

（４）介護保険料の滞納状況及び保険料・利用料の減免状況について 

（５）介護テクノロジー定着支援事業について 

（６）島根県ＤＶ対策基本計画（第５次改定）の素案について 

（７）ひきこもり等に関する実態調査の実施について 

（８）病院局における障がい者雇用の状況について 

 
◇農林水産商工委員会  ： 第二委員会室      １０：００～ 
【労働委員会】 
【農林水産部】 
（１）島根県のＪ－クレジットの取組について 

（２）島根型６次産業推進事業補助金に関する損害賠償請求事件の判決確定につい 

て 

（３）「獣医師の育成など酪農業を守るための連携協定」について 

（４）第１６回全日本ホルスタイン共進会（北海道大会）について 

（５）市町村が実施したため池廃止工事に係る会計検査院の指摘について 

【両部共管】 

（１）「島根県物産観光館」及び「日比谷しまね館」の状況について 



【商工労働部】 

（１）２０２５大阪・関西万博 島根県催事の出展結果について 

（２）企業立地計画の認定について 

（３）ＩＴ産業・デジタル人材育成について 
 
 
 
 
  ◎注意事項 
  ・開始時刻については、変更される場合があります。 
  ・項目についても、変更の可能性があります。 
  ・議題の詳細等については、担当書記にお尋ねください。 


